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Ⅰ 市民等からの意見の集計結果 

 

１ パブリック・コメント手続の期間 

令和８年１月９日（金）～令和８年２月２日（月） 

 

２ 提出者数と意見数 

提出者数 25 人 意見数 166 件 

 

３ 提出方法別の人数 

提出方法 人数 

持ち込み ６人 

郵送 ６人 

ファクシミリ ４人 

電子メール ９人 

合計 25 人 

 

４ 項目別の意見数 

項目 件数 

１ 教育環境整備についての基本的な考え方  

 （１）横須賀市における小・中学校の教育環境整備に係る基本方針

について 

13 件 

 （２）学校施設の課題について 21 件 

 （３）適正規模について ― 

 （４）適正配置について ９件 

 （５）通学区域制度の弾力的運用について ― 

 （６）教育環境整備の方策について 43 件 

２ 教育環境整備の検討・実施に当たっての方策  

 （１）検討のための基準について ７件 

 （２）検討の手順について 41 件 

 （３）実施の手順について ８件 

３ 教育環境整備の検討・実施に当たって特に配慮すること １件 

その他 23 件 

合計 166 件 
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１ 教育環境整備についての基本的な考え方 

（１）横須賀市における小・中学校の教育環境整備に係る基本方針について 

No. 意見の概要 件数 市の考え方 

１ 基本方針の名称について、施設整

備や防災の関係といった学校施設

の課題を加えたことは、財政面から

の検討を容認することになる。 

また、教育環境整備は広い範囲を

扱うことになり、教育委員会の権限

を超える可能性がある。 

したがって、名称を変更するべき

ではない。 

11 件 

 

今回の改定で学校施設の課題を

検討基準に追加した趣旨は、財政的

な観点で適正化を図ることを目的

としたものではありません。 

令和７年度時点で、約６割の学校

に築 50 年以上の校舎が存在してい

る状況を踏まえ、今後、学校規模・

学校配置の適正化を検討する際に

は、対象となる学校施設の耐用年数

等は、児童 ・生徒の安心・安全に関

わる大きな課題として取り扱う必

要があると考えています。 

学校施設の課題については、現行

基本方針における学校規模、学校配

置と同様に、教育環境整備の課題と

して総合的に検討してまいります。 

２ 横須賀市における小・中学校の教

育環境整備に係る基本方針につい

て、「少子化の更なる進展や土砂災

害特別警戒区域（レッドゾーン）の

指定、施設の老朽化など、小中学校

の適正規模及び適正配置に関する

状況が変わってきています。」は記

載不要。 

例えば、土砂災害防止法における

レッドゾーン指定は平成 13 年

（2001 年）に施行されている。 

レッドゾーン指定に言及が必要

なのであれば、改定案で特記するこ

とになった法律上の事情を公表す

るべきである。 

 

１件 平成 13 年に土砂災害防止法が施

行されて以降、都道府県による土砂

災害特別警戒区域指定等のための

調査が順次進められてきました。横

須賀市においては、平成 28 年頃か

ら神奈川県による調査が開始され、

令和２年に市内全域の区域指定が

完了しています。 

現行基本方針が策定された平成

28 年度当時は、市内でレッドゾー

ンの指定が完了されていなかった

ため、文中に記載ができませんでし

た。しかし、指定が完了した現在で

は、土砂災害リスクの所在が教育環

境に直接影響する課題となってい

るため、本基本方針改定案において

当該事項を明記することとしまし

た。 

また、現行基本方針策定時と比べ

て、建築後 50 年以上が経過した校

舎を有する学校数が２倍以上に増

加するなど、学校施設の老朽化が進

行しており、子どもたちの教育環境

を取り巻く重大な課題となってい

ます。 
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以上の点を踏まえ、「状況が変わ

ってきている」という旨の記載をし

ています。 

３ 「適正規模・適正配置」に関する

基本方針の改定であるなら、名称を

変更すること自体が適切でない。新

たな基本方針との位置付けとなる

のではないか。 

１件 現行基本方針を踏襲した上で追

加・修正の必要な箇所に限って変更

を行っているので、改定としていま

す。 

 
（２）学校施設の課題について 

No. 意見の概要 件数 市の考え方 

１ 小・中学校の適正規模及び適正配

置はあくまでも教育的観点から検

討すべきである。 

学校施設の課題を加えるのは、教

育内容に無関係である財政面から

の検討を容認することになってし

まうので、加えるべきでない。 

10 件 

 

今回の改定で学校施設の課題を

検討基準に追加した趣旨は、財政的

な観点で適正化を図ることを目的

としたものではありません。 

令和７年度時点で、約６割の学校

に築 50 年以上の校舎が存在してい

る状況を踏まえ、今後、学校規模・

学校配置の適正化を検討する際に

は、対象となる学校施設の耐用年数

等は、児童 ・生徒の安心・安全に関

わる大きな課題として取り扱う必

要があると考えています。 

以上のことから、学校施設の課題

については、現行基本方針における

学校規模、学校配置と同様に、教育

環境整備の課題として総合的に検

討してまいります。 

２ 学校施設の課題について、レッド

ゾーンにかかっている小中学校の

建て替えは不可能ではなく、安全な

擁壁工事を施す、土留の待ち受け防

護壁を作る、建物の位置、レイアウ

トを替える、建物自身を構造規定の

基準を充たしたものにする、といっ

た方策が可能である。 

財政面が強調されており、加える

べきでない。 

10 件 

 

今回の改定で学校施設の課題を

検討基準に追加した趣旨は、財政的

な観点で適正化を図ることを目的

としたものではありません。 

また、レッドゾーンに指定されて

いる敷地を有する学校の建て替え

に関する記載は、対策工事等による

措置の可能性を一律に排除するも

のではありません。しかし、レッド

ゾーン指定箇所の位置や大きさに

よっては、敷地や施設が狭小となる

ことで教育活動に制限が生じる場

合もあります。 

教育環境整備の検討をする際に

は、これらの点を十分に踏まえ、子

どもたちの学校生活や教育環境に
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支障が出ないよう配慮し、検討して

まいります。 

３ 学校施設の課題について、以下の

追記を希望する。 

「学校施設の目標耐用年数を、鉄

筋コンクリート造の上限値である

80 年としたため、仮に小学校や中

学校が廃校となる場合であっても、

自治会、町内会、児童の保護者およ

び就学前の子供の保護者を含めた

地域の関係者と意見交換し、希望が

ある場合は可能の限りの期間にお

いて廃校見込みの小学校および中

学校を存続させる。」 

１件 地域ごとの教育環境整備の方策

を検討する際は、地域別協議会を設

置し、地域住民、在校生の保護者、

学校関係者など幅広い関係者から

意見を聴取した上で、各学校の存続

可否や閉校による地域への影響を

総合的に検討します。 

また、地域別協議会委員以外の

方々からのご意見についても、随時

受け付けています。 

 
（４）適正配置について 

No. 意見の概要 件数 市の考え方 

１ これまで適正な通学距離の範囲

を小学校２キロメートル程度、中学

校３キロメートル程度としてきた

のに対し、「教育委員会が総合的に

検討した上で、適正配置の検討や通

学支援の実施について判断しま

す。」を加えるのは、これらの距離

を超えた遠距離でも通学支援をす

れば統廃合するということになる

ため、加えるべきでない。 

９件 

 

本市の地理的な特性上、坂・トン

ネル・階段など様々な地理的条件が

児童 ・生徒の通学の負担や安全面の

課題に繋がる場合があります。その

ため、一律に通学距離だけをもって

学校の適正配置や通学支援の基準

とするのではなく、このような個別

の諸条件を加味して教育委員会で

検討する旨を注釈として追記して

います。 

 
（６）教育環境整備の方策について 

No. 意見の概要 件数 市の考え方 

１ レッドゾーンであっても所定の

工事や校舎配置の検討により建て

替えは不可能ではなく、それを可能

にするのが教育委員会事務局の仕

事である。 

財政面を強調せず、「施設の建て

替えを検討します。」ではなく、「施

設の建て替えを実施します。」とし

て、レッドゾーンを統廃合の理由と

すべきではない。 

 

８件 今回の改定で学校施設の課題を

検討基準に追加した趣旨は、財政的

な観点で適正化を図ることを目的

としたものではありません。 

また、レッドゾーンに指定されて

いる敷地を有する学校の建て替え

に関する記載は、対策工事等による

措置の可能性を一律に排除するも

のではありません。しかし、レッド

ゾーン指定箇所の位置や大きさに

よっては、敷地や施設が狭小となる

ことで教育活動に制限が生じる場

合もあります。 
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教育環境整備の検討をする際に

は、これらの点を十分に踏まえ、子

どもたちの学校生活や教育環境に

支障が出ないよう配慮し、検討して

まいります。 

２ 遠距離通学についての記載は、適

正規模を適正配置より優先させる

という内容である。 

適正規模と適正配置は同等に扱

うべきであり、特に低学年小学生の

教育環境として遠距離通学は避け

るべきであるから、削除すべきであ

る。 

７件 教育環境整備の方策検討に当た

っては、学校規模、配置、施設の観

点や、地域の実情を踏まえて総合的

に判断します。 

方策を講じた結果として、通学距

離が適正な範囲とならない場合の

対応策を、項目として記載していま

す。 

３ 特別認定校制度について、「なお、

実施の是非については、教育委員会

で検討します。」の部分は、広く市

民の意見を募るようにするため、

「なお、実施の是非については、地

域住民の声も踏まえて、教育委員会

で検討します。」とすべきである。 

８件 当該項目は、「通学区域の見直し

や隣接校との統合でも解決できな

い場合」に考えられる方策として挙

げており、その判断に至るまでに、

地域住民等の意見が十分に取り入

れられていることを前提としてい

ます。 

なお、その前提を踏まえた方策実

施の決定については、P.9 「（２）検

討の手順について」に記載のとお

り、教育委員会が行います。 

４ 改定前の方針ではスクールバス

についての記載があり、現在進行中

の逸見・中央地域小中学校教育環境

整備検討協議会においてもスクー

ルバスの導入について議論され、教

育委員会もその可能性を示唆して

いるにもかかわらず、この案では、

「スクールバスなどの通学手段の

確保」を削除し、「通学用定期券代

の助成など、公共交通機関の利用を

支援する方策」に置き換えられてい

る。 

低学年や障がいのある児童を含

めた子どもの安全、安心な通学路の

確保のため、この部分の改定はすべ

きでない。 

17 件 遠距離通学への支援策は多岐に

わたるため、考え得る全ての方策を

個別に列挙するのではなく、「公共

交通機関の利用を支援する方策も

含めて検討します」といった包括的

な記載としています。 

本市で支援策を検討する際には、

それぞれの方策におけるメリット・

デメリットを丁寧に比較し、地域の

実情に即した方策を検討してまい

ります。 

なお、障害がある子どもへの通学

の支援策については、個別に対応し

ています。 

５ 教育環境整備の方策について、の

柱書において、以下のような追記を

すべきである。 

「学校施設の課題の解消は単独

１件 教育環境整備の検討に当たって、

特に学校規模が課題となっている

場合においては、児童数や学級数の

減少がもたらすメリット・デメリッ
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で議論されるものではなく、学校教

育におけるデメリットが顕在化し

た場合に議論の必要が特に生じる。

学校教育におけるデメリットにつ

いては、「公立小学校・中学校の適

正規模・適正配置等に関する手引」

など関係法令ないしは通達等を考

慮してメリット及びデメリットを

丁寧に検討して検出し、デメリット

がメリット大きく上回る場合に上

記「デメリットが顕在化した」と判

断される。」 

トを総合的に検討することが重要

と考えます。本基本方針改定案にお

いても、関係法令や国の「公立小学

校・中学校の適正規模・適正配置等

に関する手引」等を踏まえつつ、教

育上の影響を含めた多角的な検討

を行うことを想定しています。 

本基本方針改定案は、横須賀市立

小・中学校全体の基本的な考え方及

び検討の枠組みを示すものである

ため、個別の地域における教育環境

整備の方策検討については、当該地

域の学校関係者、保護者、地域の

方々などと丁寧に協議をしながら

進めていきます。 

６ 隣接校との統合について、以下の

記載に係る市の考えを公表してほ

しい。 

「統合によりいずれかの学校が

閉校となる場合、跡地利用について

は、全市的なまちづくりの視点で、

本市の「未利用地等の土地利用に関

する取扱方針」に基づき、検討を行

います。」とあるが、レッドゾーン

に指定された小中学校が廃校とな

った場合、この土地は今後取り扱い

が可能で、学校以外の関係者であれ

ば使用させるということか。 

レッドゾーン指定と学校施設の

統廃合の関係が不明である。 

１件 レッドゾーンに指定された箇所

で建築物を新築・改築する場合に

は、土砂災害防止のための対策工事

や避難確保のための措置などが必

要となる点で、学校施設としての活

用とその他の用途による活用とで

は、本質的な違いはありません。 

当該区域の活用可否や活用方法

の判断に当たっては、安全性の確保

や、その他関係法令との規制等を関

係部局と総合的に検討します。 

７ 教育環境整備の方策について、

ア．教育環境整備の方策に、⑤とし

て子育てしやすいまちづくりの観

点から、以下のような手当を追記し

てほしい。 

「⑤私立学校の誘致 

小学校および中学校は地域にお

いて児童教育の中核的な機能を担

う。廃校対象となった地域で、自治

会、町内会、児童の保護者、および

就学前の子供の保護者を含めた地

域の関係者に意見聴取し、私立学校

誘致による学校の存続を希望する

場合は私立学校の誘致を行う。誘致

１件 ご意見は、今後の教育環境整備の

検討及び教育行政を進める中で参

考にさせていただきます。 
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の結果、ふさわしい私立学校設立の

応募があれば、町に学校を存続させ

る。」 

 
２ 教育環境整備の検討・実施に当たっての方策 

（１）検討のための基準について 

No. 意見の概要 件数 市の考え方 

１ 教育環境整備の検討のための基

準について、教育委員会はこれま

で、児童の教育面からの適正規模及

び適正配置からの検討と言ってき

たのに、学校施設の課題の検討を加

えて教育環境整備に関する基本方

針と名称変更するのは、財政面から

の検討を容認することになり、教育

委員会の権限を超えるので、すべき

でない。 

 

７件 今回の改定で学校施設の課題を

検討基準に追加した趣旨は、財政的

な観点で適正化を図ることを目的

としたものではありません。 

令和７年度時点で、約６割の学校

に築 50 年以上の校舎が存在してい

る状況を踏まえ、今後、学校規模・

学校配置の適正化を検討する際に

は、対象となる学校施設の耐用年数

等は、児童 ・生徒の安心 ・安全に関

わる大きな課題として取り扱う必

要があると考えています。 

以上のことから、学校施設の課題

については、現行基本方針における

学校規模、学校配置と同様に、教育

環境整備の課題として総合的に検

討してまいります。 

 

（２）検討の手順について 

No. 意見の概要 件数 市の考え方 

１ 検討の手順について、これまでの

学校関係者、保護者、地域の方々と

教育委員会が「協働して」という文

言が削除されている。 

また、「合意形成を図った上で」

が、「合意形成を図りながら」とさ

れており、合意形成がなされなくと

も統廃合ができる内容となってし

まっている。 

合意形成がなくとも実施できる

よう改悪されることに反対である。 

11 件 

 

「合意形成を図りながら」という

表現は、方策検討の過程で地域別協

議会において地域関係者から意見

を聴取し、その意見を踏まえて適正

配置審議会が全市的な観点から協

議を行うという、重層的な体制の中

で方向性を見出していくというプ

ロセスを指しています。 

この表現は、ある一点で完全な合

意が得られたから事を進める、とい

う意味ではなく、協議を重ねる中で

課題と解決策を探り、皆さんの合意

を醸成していくという趣旨の修正

です。 
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２ 「適正配置審議会」における審議

について、これまでの「地域別協議

会」による合意形成に代えて、「地

域別協議会」による合意形成が図れ

なくとも「適正配置審議会」の答申

によって、田浦小や走水小のように

統廃合を決定しようとするもので

ある。 

地域別協議会が意見書として提

出するとされていたものが地域に

おける意見を伺うものに後退して

いる。 

地域の意見を軽視する方向にな

ってきており、文科省の地域の意見

尊重にも反するものである。 

現在の基本方針の元、合意形成の

場として設置されたはずの進行中

の「逸見・中央地域小中学校教育環

境整備検討協議会」の性格も、その

途中に意見聴取の場に弱めてしま

うことになる。 

地域住民の声をないがしろにし、

合意形成を軽視する改悪であるか

ら、削除すべきである。 

17 件 

 

教育環境整備の方策の決定に当

たっては、地域別協議会において地

域関係者から意見を聴取し、その意

見等を踏まえて適正配置審議会が

全市的な観点から協議を行い、教育

委員会に答申を行います。合議制の

機関である教育委員会では、答申に

基づき方策を決定するという、重層

的な体制の中で行っています。 

これにより、現行の検討体制より

一層丁寧なプロセスで検討を進め

ます。 

逸見・中央地域の教育環境整備の

検討においても、「逸見・中央地域

小中学校教育環境整備検討協議会」

で聴取した意見等を基に、上記プロ

セスのとおり進めていきます。 

３ 適正配置審議会は、前回の基本方

針改定の段階では、委員が 15 名で、

市民公募委員が２名、地域関係者が

３名だったが、現在の委員は７名と

減り、市民公募委員が０となり、地

域関係者も１名しかいない。 

構成を元通りにして、市民に開か

れたものとすべきである。 

 

９件 

 

前回の適正配置審議会では、基本

方針の改定を審議することを目的

としていたため委員を 15 名として

いました。これに対し、現在の適正

配置審議会では、具体的な教育環境

整備についての議論をすることを

目的としており、各委員の発言の時

間を十分に確保し、議論を深めやす

くするために、適切な人数としてい

ます。 

また、委員は、全市的かつ専門的

な視点で議論を行うことのできる

委員を選考しています。 

なお、適正配置審議会の組織は、

「横須賀市立小中学校適正配置審

議会条例」によるものであり、本基

本方針で定めているものではあり

ません。 

地域の意見という点では、地域ご

との教育環境整備の方策を検討す
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る際は、地域別協議会を設置し、地

域住民、在校生の保護者、学校関係

者など幅広い関係者から意見を聴

取した上で、検討を進めていきま

す。 

４ ①「横須賀市教育環境整備計画」

の策定について、「周辺の学校の状

況などを考慮して、順次、検討を進

めていきます。」から「（中略）考慮

しながら、順次検討進めていきま

す。」に変更しており、後退姿勢が

明らかで反対する。 

１件 周辺の学校の状況を「考慮する」

ことと「検討する」ことに明確な前

後関係はつけられません。検討のど

の段階においても周辺学校への影

響を視野に入れ、考慮を行うといっ

た全市的な視点が必要と考えてい

ます。 

５ ③庁内検討組織の設置が削除さ

れている。 

教職員中心に、職員の意見を聞き

ながら検討すべき重要な問題を改

定案では削除していることは重大

な問題である。 

そもそも「適正配置審議会」のウ

エイトを大きくしているが、本当に

議論が尽くされているのか、この新

たな検討組織に疑問をもたざるを

得ない。 

ごく一部の考え方を推し進める

ための都合が良いシステムへの改

悪ではないか。 

田浦、走水の統合に際しても、本

当の議論の内容が見えてこなかっ

たことが一番の問題である。 

１件 地域別協議会、適正配置審議会の

委員には当該地域の学校管理職を

始めとした教職員に参加いただい

ています。また、庁内の関係部課長

（教員職含む）についても両会議に

参加しており、学校現場の意見も含

め、十分に協議をしながら進めてい

ます。 

６ 適正配置審議会について、施設や

規模、通学距離だけでなく、市特有

の地形や町の歴史などを考慮し、適

切な設置個所を地域の住民と考え

て今後の施設整備を行う必要があ

る。 

市には、行政区、地域運営協議会、

などがある。例えば田戸小学校は平

成町だけで地域運営協議会がある。

小学校区でさえ協議会が複数ある

が一体感に欠ける。 

１件 地域ごとに教育環境整備の結論

を出すことは公平性や持続可能性

を欠いてしまう問題があり、全市的

な視点を持った検討が必要となり

ます。 

地域の意見を丁寧に聴取した上

で、全市的な視点と専門的知見を重

ねて検討するために、適正配置審議

会を設置しています。 

７ 新たに⑤として以下のような手

当を追記してほしい。 

「⑤私立学校を誘致する場合 

地域の関係者に対する意見聴取

１件 ご意見は、今後の教育環境整備の

検討及び教育行政を進める中で参

考にさせていただきます。 
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の結果、私立学校を誘致することと

なった場合は、市は速やかに私立学

校誘致の準備を進め、かつ、実行す

る。応募した私立学校がふさわしい

ものであるか否かの判断には、可能

の範囲で地域関係者の意見を反映

させる。ただし、ふさわしい私立学

校の応募がない場合は、市は地域関

係者にその旨を報告ないしは連絡

し、学校の適正配置に関して検討を

再開する。検討を再開した場合は、

統廃合の可能性を検討する。学校が

統廃合されると決まった場合であ

っても、地域が学校の存続を望む場

合は、施設の耐用年数を考慮し、廃

校対象の学校が長く存続するよう

にする。」 

 

（３）実施の手順について 

No. 意見の概要 件数 市の考え方 

１ 実施の手順について、学校関係

者、保護者、地域の方々で構成、設

置される検討の場としての「学校別

統合推進連絡協議会」に比べて、既

存の学校運営協議会からの意見聴

取さえすれば、走水小学校で問題と

なったような学校名なども、教育委

員会が決定できてしまうのは地域

住民の声をないがしろにする改悪

であるから、変更すべきでない。 

７件 

 

現行基本方針においても、学校名

などの決定は教育委員会が行うこ

ととしているため、その点の変更は

ありません。 

なお、統合決定後の検討事項に関

する協議は、両校の学校運営協議会

などで行います。学校運営協議会の

組織は、現行基本方針の「学校別統

合推進連絡協議会」と同様に、当該

校の学校関係者、保護者、地域の

方々から構成されます。 

２ 学区の統合が決定した場合の配

慮事項を当該校の運営協議会など

から意見を聴取するとあることに

危惧する。 

運営協議会に参加している地域

の代表は、該当地域の住民や町内会

を把握できているわけではない。そ

の方の責任も重くなる。 

１件 基本方針改定案に記載のとおり、

学校の統合が決定された場合は、統

合に向けた在校生への配慮事項や

学校間の交流、事前の準備などにつ

いて、学校関係者や保護者、地域の

方々と協議を行います。 

その際には当該校の学校運営協

議会等から意見を聴取してまいり

ますが、広く関係者の皆さんから意

見を伺いながら進めてまいります。 

なお、必要に応じて、教育環境整

備に関する説明会等を行ってまい

ります。 
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３ 教育環境整備の検討・実施に当たって特に配慮すること 

No. 意見の概要 件数 市の考え方 

１ 市民への情報提供は HP や紙だけ

でなく、説明会などを開催して丁寧

に行うべきである。 

１件 

 

必要に応じて、教育環境整備に関

する説明会等を行ってまいります。 

 
その他 

No. 意見の概要 件数 市の考え方 

１ 学校施設の状況（築年数・レッド

ゾーン）について、なぜレッドゾー

ンに該当するか、その理由を追記し

てほしい。 

単に「レッドゾーン指定された」

と知らされても、地域関係者はその

理由がわからず、その指摘が適切か

否か確認できない。 

理由のわからない事項について

議論しても、地域関係者は結果に納

得できない可能性が高いと考える。 

１件 土砂災害特別警戒区域（レッドゾ

ーン）に関する注記を P.19 に記載

しています。 

個別の地域・学校についての区域

指定に関しても、土砂災害の種別ご

とに設けられた基準に基づいて神

奈川県が指定しているものです。 

 

２ 主に支援級在籍児童・生徒への影

響として、在学途中で環境が変わる

ことで環境変化に弱い子供たちに

大きな影響がある。 

１件 教育環境整備の方策として学校

の統合が決定した場合、特別支援学

級を含む在学中の児童・生徒への配

慮事項について十分協議を行いま

す。また、統合前に学校同士で交流

の機会を設けるなど、児童・生徒が

新しい環境に慣れやすいよう配慮

します。 

３ 沢山小は学校であり、地域の防災

拠点としても重要な場でありなが

ら、レッドゾーンの指定も受けてお

り、学校として残すのには確かに問

題点はあるが、私としては学校が他

に移ってしまう事を心配している。 

特にどこに移るにせよ、通学の問

題、特に小学校低学年にとっては単

に遠距離通学となるだけでなくそ

の方法―つまり改定素案ではスク

ールバス案が消え「通学用定期代の

助成など公共交通機関の利用を支

援する方策」…のような文に変わっ

ている。 

仮に他の学校に変わったとして

も、低学年生の安全を第一に考えれ

１件 遠距離通学への支援策は多岐に

わたるため、考え得る全ての方策を

個別に列挙するのではなく、「公共

交通機関の利用を支援する方策も

含めて検討します」といった包括的

な記載としています。 

本市で支援策を検討する際には、

低学年児童の通学の安全性を含め、

それぞれの方策におけるメリット・

デメリットを丁寧に比較し、地域の

実情に即した方策を検討してまい

ります。 

また、当該区域の活用可否や活用

方法の判断に当たっては、安全性の

確保等を関係部局と総合的に検討

します。 
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ばスクールバスの運行は必要では

ないか。 

又仮に沢山小学校が学校ではな

くなった場合、その後どのように安

全な利用がなされるのか、その案も

示してほしい。 

４ 学校の統廃合を考える上で、子供

の声や地域住民、とりわけ保護者、

未就学児童の保護者の声を聞く姿

勢、教育委員会には、この姿勢を持

って頂きたい。 

１件 教育環境整備の検討に当たって、

地域別協議会で保護者等や地域の

意見を丁寧に聴取した上で、全市的

な視点と専門的知見を重ねて検討

するために、適正配置審議会を設置

しています。 

また、地域別協議会委員以外の

方々からのご意見についても、随時

受け付けています。 

なお、必要に応じて、教育環境整

備に関する説明会等を行ってまい

ります。 

５ 逸見・中央地域教育環境整備検討

協議会のメンバーに未就学児の保

護者と幼稚園長や保育園長などに

委員として参加していただきたい。 

２件 本基本方針改定案は、横須賀市立

学校全体の基本的な考え方と検討

の枠組みを示すものです。 

個別の地域に関する具体的なご

意見や要望は、今後の教育環境整備

検討の際のご意見として参考にせ

ていただきます。 

なお、地域別協議会では、地域住

民、在校生の保護者、学校関係者な

ど、幅広い関係者から意見を聴取し

ています。 

また、協議会委員以外の方々から

のご意見についても、随時受け付け

ています。 

６ 走水、馬堀小学校統合後の通学に

ついて、朝は３便で観音崎ホテルバ

ス停に３人のシルバー人対応によ

って、同行乗車での見守り通学で安

心したが、遅刻者の対応など通学・

帰路をもう少し検討して下さい。帰

路通学については 1 名のシルバー

の方がバス停で見守っていた。 

１件 本基本方針改定案は、横須賀市立

小・中学校全体の基本的な考え方と

検討の枠組みを示すものです。 

個別の地域に関する具体的なご

意見や要望は、今後の教育環境整備

検討の際のご意見として参考にせ

ていただきます。 

７ 田浦・長浦小学校統合後の通学に

ついて、田ノ浦・田浦郵便局前・池

ノ谷バス停にそれぞれ２名で、計６

人での見守り対応していた。帰路通

１件 
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学では田浦大作町、泉町など 16 号

線から遠い為、福祉館の小型バスで

対応しており、地域での見守りも行

っていたが、早退、遅刻の児童への

対応を考えてほしい。 

８ 逸見・中央地域教育環境整備検討

協議会にパブリック・コメントを報

告してほしい。 

１件 

９ 坂本隧道（トンネル）については、

小学生低学年の児童には急勾配、ト

ンネルの道幅も狭く、安心して歩く

ことも危険が多いので、通学路とし

てはスクールバスなどでの通学を

考えてもらいたい。 

３件 

10 東逸見３丁目（ほたるの里）、沢

山団地（池上トンネル地域）などは

桜小学校に統合された場合は学区

の見直しか、スクールバスを使用し

ての通学でなければ道のりが遠過

ぎるので考えていただきたい。 

１件 

11 汐入小学校は汐入駅に近いため、

小規模特認としてフリースクール

校として、不登校の児童も授業をで

きる学校にして頂きたい。 

１件 

12 汐入３丁目のちこく坂は一部の

道幅が２メートル程しかない為、大

変危険な為、現在でも見守りの人員

を希望する。 

１件 

13 基本方針の改定はとても重要。 

周囲に統廃合に直面している地

域住民、小学校支援級の子どもたち

の保護者、そして地域別協議会のメ

ンバーに改定（素案）とパブリック・

コメントの募集をご存知かと聞い

たが、ご存知無いかたが多く、残念

だった。 

大切なことなのでもっと広く丁

寧に広報してほしい。 

地域にとって大切な問題であり、

住民が興味を示すように意見を言

いたくなるように持って行くこと

が行政や教育委員会の責任だと思

う。 

統廃合に関わる地域の住民のひ

１件 ご意見は、今後の教育環境整備の

検討及び教育行政を進める中で参

考にさせていただきます。 

なお、パブリック・コメント手続

に関する周知は、広報よこすかや、

市のホームページで行っています。 
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とりひとりのことを大切に思って、

話し合いの場や発言の場を設けて

ほしい。 

14 小学校はあまり減らさず地域で

育つことで顔が見える関係ができ

る。中学校になればある程度遠距離

でも部活等で選んでいくことを可

能にしてもよいのではないか。 

１件 ご意見は、今後の教育環境整備の

検討及び教育行政を進める中で参

考にさせていただきます。 

なお、中学校入学時において、「部

活動を理由とした指定変更就学承

認基準」による指定校の変更が可能

となる場合があります。 

15 参考資料３児童・生徒・学級数推

計一覧（令和７年５月推計）につい

て、より長期に渡る児童・生徒・学

級数推計を明記してほしい。 

学校施設の耐用年数が最大で 80

年間であるとすれば、学校施設の新

築、改築、改修等を実施する際、ど

の程度の効果を見込むかは数十年

期間の推計を使用すべき。 

令和７年時点で令和 13 年までの

推計は、市内の出生数や児童数等か

ら単純に推計できる数字にすぎず、

市が提示する推計が施設費用の観

点から適切であるか確認できない。 

市が小中学校に関するアクショ

ンを起こすにあたり、将来の児童数

の推計は大変重要な根拠データと

なる。 

また、将来において推計が正しか

ったか否かの事後的な確認・検証に

よって、市と地域関係者はその後に

おいてもより建設的な議論をしや

すくなる。 

１件 ご意見は、今後の教育環境整備の

検討及び教育行政を進める中で参

考にさせていただきます。 

16 役所の案を押し通さないで住民、

生徒の意見をよく審議してほしい。 

どうしても弱い者（谷戸に住んで

いる生徒など）は切りすてられる傾

向にあるが、どんな人（住民、生徒）

も大切にして意見をとり入れてほ

しい。 

１件 

17 支援級在籍児童には、通学支援が

必要。 

保護者の自家用車や付き添いを

求めるのは負担が多すぎる。学校や

１件 
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地域ができることもあるので検討

してほしい。 

18 方針の改定というならば、新旧の

方針を比較検討できる資料を分か

りやすく提示すべきである。 

１件 

19 横須賀市の住民減少に危機感を

持って町内会運営を進めている。 

地域住民の高齢化も進みこれか

らの街づくりには新規転入者が必

要。小学校の児童数の減少から学校

の統廃合が検討されていますが、地

域における小学校は防災やコミュ

ニティの拠点となっており重要な

施設である。 

学校の統廃合を検討するのであ

れば、教育政策課ばかりではなく、

地域コミュニティ支援課、危機管理

課、FM 推進課などと地域の人と意

見交換しながら検討を進める必要

があると考えている。 

全国的に、子供の不登校問題の対

策が叫ばれており、当市も同様であ

る。横須賀の地域に合わせた教育環

境整備を全市レベルで知恵を出し

合い、横須賀で子育てしたいと思え

るような教育モデルの検討が求め

られる。 

自然環境や公共交通等が魅力の

横須賀だが、近くに学校がなければ

子育て世代の人たちの転入は期待

出来ない。 

１件 

20 こどもは、成長と共に生活範囲

（行動範囲）が広がっていく。言い

換えると、こどもは地域で成長し、

地域と共に成長していく。通学距離

を長くすることは、こどもと地域の

関係性を乱し、また、こどもの遊ぶ

時間を奪う。子どもの権利のはく奪

である。 

１件 

 


